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社会福祉法人山口市社会福祉協議会 

役員等の報酬に関する規程 

 

                                           

                           山口市社協規程第１９号                                             

                        平成１７年１０月３日制定 

 

（目的および適用範囲） 

第１条 この規程は、次に掲げる役員等に対する報酬の支給に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

（１）会  長（非常勤） 

（２）副 会 長（非常勤） 

（３）専任の常務理事（常勤） 

 

（報酬等の額） 

第２条 本会は、第１条に定める役員に対し、各年度の報酬等の総額が５，１００，０００

円を超えない範囲で、次に定める報酬額の支給基準に従って、報酬を支給することができ

る。 

２ 役員の報酬の額は、次に掲げるところによる。 

（１）会  長    月額 １００，０００円 

（２）副 会 長    月額  １０，０００円 

（３）専任の常務理事 月額 ２４０，０００円 

 

（手当） 

第３条 本会は、第１条第１項第３号に定める専任の常務理事に対し、期末手当、通勤手当

を支給することができる。 

（１）期末手当の額は、本会の給与規程の適用を受ける正規職員の例により、年報酬月額の 

２．４０箇月分とする。 

（２）通勤手当の額は、山口市職員の通勤手当の支給に関する規則の例による。 

 

（支給期日） 

第４条 報酬の支給期日は、職員給与規程の適用を受ける職員の例による。ただし、副会長

の報酬月額については、月をまとめて支給することができる。 

 

（公表） 

第５条 本会は、この規程を社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める報酬等の支給の

基準とし、同法の規定に基づき公表するものとする。 

 

（改正） 

第６条 この規程の改正は、評議員会の議決により行うものとする。 
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附 則 

この規程は、平成１７年１０月３日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第３条第１項の規定の期末手当の額の年報酬月額の２．４０箇月分は、令和３
年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規定による改正前の社会福祉法人

山口市社会福祉協議会役員等の報酬に関する規程の規定に基づいて支給された報酬は、改

正後の規程の規定による報酬の内払とみなす。 


